
主文
１　原告と被告らの間の名古屋地方裁判所平成１２年（手ワ）第９４号約束手形金
請求事件につき同裁判所が平成１３年３月３０日に言い渡した手形判決を次のとお
り変更する。
２　被告らは，原告に対し，各自，８１６３万５６９８円及び内７３７０万６９０
３円に対する平成１３年９月１５日から支払済みまで年６分の割合による金員を支
払え。
３　原告のその余の請求を棄却する。
４　訴訟費用はこれを１０分し，その１を原告の負担とし，その余を被告らの負担
とする。
５　この判決は，第２項に限り，仮に執行することができる。
事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
１　原告
(1)　被告らは，原告に対し，各自，８０００万円及びこれに対する平成７年２月２
８日から支払済みまで年６分の割合による金員を支払え。
(2)　訴訟費用は被告らの負担とする。
(3)　仮執行の宣言
２　被告ら
(1)　原告の請求を棄却する。
(2)　訴訟費用は原告の負担とする。
第２　当事者の主張
１　請求原因
(1)　被告らは，それぞれ，別紙手形目録記載の約束手形（以下「本件手形」とい
う。）に，拒絶証書作成を免除して，裏書をした。
(2)　本件手形の裏面には，第１裏書人Ａ（以下「被告Ａ」という。），第２裏書人
株式会社鈴鹿国際ホテル（以下「被告会社」という。），第３裏書人原告，第４裏
書人桑名信用金庫との記載（各被裏書人欄はいずれも白地）がある。
(3)　原告は，本件手形を所持している。
(4)　よって，原告は，被告らに対し，各自，本件手形金８０００万円及びこれに対
する満期の日である平成７年２月２８日から支払済みまで手形法所定の年６分の割
合による利息の支払を求める。
２　請求原因に対する認否
請求原因(1)の事実は認め，同(2)及び(3)の事実は知らない。
３　抗弁
(1)　手形法７０条３項による消滅時効
ア　原告は，平成１１年１２月３０日，本件手形の所持人であった桑名信用金庫に
対し遡求義務を履行して，桑名信用金庫から本件手形を受け戻した。
原告の本件手形に基づく被告らに対する手形金請求権は，手形法４９条による再遡
求であるから，原告が本件手形を受け戻した平成１１年１２月３０日の翌日から６
か月後の平成１２年６月３０日の経過により時効で消滅した。
イ　被告らは，平成１３年２月２７日の本件口頭弁論期日において，時効援用の意
思表示をした。
(2)　手形法７０条２項による消滅時効
ア　本訴の提起は，本件手形の満期である平成７年２月２８日から１年以上経過後
の平成１２年９月１１日であるから，原告の本件手形に基づく被告らに対する手形
金請求権は，手形法７０条２項により，時効で消滅した。
イ　被告らは，平成１２年１０月２４日の本件口頭弁論期日において，時効援用の
意思表示をした。
(3)　被告Ａによる相殺
ア　原告は，被告Ａの仲介により，被告会社に対し，平成４年７月２９日，三重県
鈴鹿市所在のホテルの土地及び建物を代金１２億円で売却した（以下「本件売買」
という。）。
イ　原告と被告Ａは，原告が同被告に対して本件売買の仲介の報酬として４２００
万円を平成７年２月２８日限り支払う旨合意した。
ウ　被告Ａは，原告に対し，平成１３年６月５日の本件口頭弁論期日において，上
記仲介報酬債権をもって原告の本訴請求債権と対当額で相殺するとの意思表示をし
た。



(4)　弁済供託
ア　本件手形の振出人であるＢ（以下「Ｂ」という。）は，名古屋地方裁判所岡崎
支部において破産宣告を受け（同支部平成７年（フ）第７２号），破産管財人に弁
護士Ｃが選任された。
イ　上記破産事件において，桑名信用金庫が債権届出をした本件手形債権（手形金
８０００万円及び平成７年３月１日から同年５月１６日までの法定利息１０１万２
６０２円の合計８１０１万２６０２円の債権届出）に対して３７１万４４６７円が
配当されることとなった。
ウ　破産管財人Ｃは，本件手形債権につき，桑名信用金庫又は原告のいずれが債権
者であるかを確知できなかったため，平成１３年９月１４日，桑名信用金庫又は原
告を被供託者として，上記配当金３７１万４４６７円を名古屋法務局岡崎支局に弁
済供託した（以下「本件供託」という。）。
４　抗弁に対する認否
(1)　抗弁(1)アのうち，原告が，平成１１年１２月３０日，桑名信用金庫から本件
手形を再取得したことは認め，その余は争う。
原告は，同日，桑名信用金庫との間で，原告が本件手形金額に相当する８０００万
円を，同日に４０００万円を支払い，残４０００万円を平成１２年２月から平成１
８年９月まで毎月５０万円ずつ分割して支払うことを合意して，同金庫から期限後
裏書の方法で本件手形を再取得したものであるから，遡求義務を履行して本件手形
を受け戻したものではない。
(2)　抗弁(2)アのうち，本件手形の満期が平成７年２月２８日であり，本訴の提起
が同日から１年以上経過後の平成１２年９月１１日であることは認め，その余は争
う。
(3)　抗弁(3)アは認め，同イのうち，原告が被告Ａに対して本件売買の仲介報酬の
支払を約束したことは認め，その余は否認する。
原告が被告Ａに対して約束した仲介報酬額は２０００万円であった。
(4)　抗弁(4)の事実は認める。
本件供託は，桑名信用金庫又は原告を権利者とする選択的供託であるから，同供託
により直ちに原告の本件手形債権に対する弁済効が生ずるものではなく，実際に原
告に払い渡されたときに弁済の効果が生ずるにすぎない。
５　再抗弁
(1)　時効中断及び確定判決による時効期間の変更（抗弁(2)に対して）
ア　桑名信用金庫は，本件手形の裏書人である被告らに対し，本件手形に基づく手
形金の支払を求める手形訴訟を津地方裁判所四日市支部に提起し（同支部平成７年
(手ワ)第４号事件），同支部は，平成７年６月１４日，桑名信用金庫勝訴の手形判
決を言い渡し，同手形判決は同月２９日の経過により確定した。
したがって，桑名信用金庫の本件手形に基づく被告らに対する遡求権の消滅時効
は，上記手形訴訟の提起により中断した上，同手形判決の確定により，その消滅時
効期間は民法１７４条の２に従って１０年となって，同手形判決の確定の日から１
０年後の平成１７年６月２９日の経過まで時効消滅することはない。
イ　原告は，消滅時効期間が１０年に変更された権利としての上記遡求権を期限後
裏書により再取得した。
(2)　弁済（抗弁(3)に対して）
原告は，被告Ａに対し，被告ら主張の仲介報酬債務支払のため，平成４年１０月１
６日，Ｂ振出の額面２０００万円の約束手形（以下「別口手形」という。）に裏書
譲渡し，同手形は決済されたから，仲介報酬２０００万円は支払済みである。
６　再抗弁に対する認否
(1)　再抗弁(1)イは争う。
(2)　再抗弁(2)のうち，別口手形が決済されたことは否認し，その余は認める。
第３　当裁判所の判断
１　請求原因について
ア　請求原因(1)の事実は，当事者間に争いがない。
イ　証拠（甲１）によれば，請求原因(2)の事実を認めることができる。
ウ　証拠（甲１，５，８）及び弁論の全趣旨によれば，請求原因(3)の事実を認める
ことができる。
２　抗弁(1)について
(1)　原告による本件手形再取得の経緯
証拠（甲１，甲２及び３の各１及び２，甲４，５，８，原告代表者）及び弁論の全



趣旨によれば，原告から本件手形の裏書譲渡を受けた桑名信用金庫は，本件手形を
その支払期日である平成７年２月２８日支払のため呈示したが，資金不足を理由と
して不渡りとなったこと，原告は，同金庫から本件手形不渡りの連絡を受けたた
め，同金庫との間で買戻しの交渉をしたが，同金庫は，自ら本件手形を取り立てて
手形金を回収するとして，原告による本件手形の買戻しには応じなかったこと，そ
して，同金庫は，同年３月３０日，本件手形の裏書人である被告ら及び原告に対
し，本件手形に基づく手形金の支払を求める手形訴訟を津地方裁判所四日市支部に
提起し（同支部平成７年(手ワ)第４号事件），原告は同金庫の手形金請求を認諾し
たが，被告らはこれを争
ったため，同支部は，同年６月１４日，同金庫勝訴の手形判決を言い渡し，同手形
判決は同月２９日の経過により確定したこと（以下，この手形判決を「本件確定判
決」という。），その後，原告は，同金庫との間で，本件手形の買戻しについて交
渉した結果，平成１１年１２月３０日，原告と同金庫は，本件手形について，原告
が本件手形金８０００万円の支払義務のあることを認め，そのうち４０００万円を
同日支払い，残４０００万円を平成１２年２月から平成１８年９月まで毎月５０万
円ずつ分割して支払うことを合意して，原告は，同日，同金庫に対して４０００万
円のみを支払ったため，同金庫は，無担保の趣旨を明記した上，戻裏書の方法で本
件手形を原告に交付したこと，そして，原告は，上記合意に基づき，上記分割金の
支払を継続している
ことが認められる。
(2)　上記(1)で認定した事実によれば，原告は，桑名信用金庫から，期限後の戻裏
書の方法で本件手形の譲渡を受けたものであって，桑名信用金庫に対し，裏書人と
しての遡求義務を履行して本件手形を受け戻したものでないことは明らかである。
したがって，原告の被告らに対する本件手形金請求は，原告が本件手形を遡求義務
を履行して受け戻した上，原告の前者である裏書人としての被告らに対して本件手
形金を再遡求するものではないから，そのことを前提とする被告らの手形法７０条
３項による消滅時効を主張する抗弁(1)は，その前提を欠き，失当である。
３　抗弁(2)及び再抗弁(1)について
(1)　上記２に認定説示したところによれば，原告の請求は，原告が，桑名信用金庫
から本件手形を期限後の戻裏書の方法で譲渡を受けた上，本件手形の所持人とし
て，原告の前者である裏書人としての被告らに対して本件手形金及び満期日以降の
法定利息を遡求するものである。
(2)　手形法７０条２項，７７条１項８号は，約束手形の所持人の裏書人に対する請
求権が，無費用償還文句ある場合には，満期の日から１年の経過により消滅時効が
完成する旨規定しているところ，被告らは本件手形に拒絶証書の作成義務を免除し
て裏書した者であるから，原告の本件手形に基づく被告らに対する請求権について
は，本件手形の支払期日である平成７年２月２８日の翌日から起算して１年後の平
成８年２月２８日の経過により，消滅時効が完成することになる。
しかし，桑名信用金庫と被告ら間には，上記２(1)のとおり，同金庫が上記１年内に
提起した手形訴訟があり，かつ，本件確定判決により，同金庫と被告ら間で被告ら
に対する本件手形に基づく遡求権の存在は判決をもって確定されているから，本件
手形に基づく被告らの遡求権の消滅時効は，上記手形訴訟の提起により中断し，本
件確定判決の確定の日から再進行することになるが，その時効期間は，本件確定判
決により，民法１７４条の２に従って１０年に変更されたものである。
(3)　ところで，原告は，本件確定判決後，期限後の戻裏書の方法で，同金庫から本
件手形を再取得したものであるから，原告は，同金庫から，上記手形訴訟により中
断し，かつ，本件確定判決により消滅時効期間が１０年に変更された手形債権とし
ての被告らに対する遡求権を承継取得したものということができる（同金庫の被告
らに対する遡求権は，原告の被告らに対する遡求権が原告から同金庫に対する本件
手形の裏書譲渡により同金庫に移転したものであり，原告はこれを喪失したのであ
るが，同金庫から原告への本件手形の期限後の戻裏書による譲渡により，原告が同
金庫からこれを承継的に再取得したものと解すべきである。）。
そうすると，本件手形に基づく被告らの遡求義務の消滅時効は，本件確定判決の確
定の日である平成７年６月３０日から起算して１０年後の平成１７年６月２９日が
経過するまで完成しないのである。
したがって，被告らの手形法７０条２項による消滅時効を主張する抗弁(2)は失当で
ある。
４　抗弁(3)及び再抗弁(2)について



(1)　抗弁(3)アの事実及び同イのうち，原告が被告Ａに対して本件売買の仲介報酬
の支払を約束した事実は当事者間に争いがない。
(2)　被告Ａは，上記仲介報酬額につき，これを４２００万円とする旨の合意があっ
た旨主張し，被告Ａの供述及び陳述書（乙１）には同主張に沿う部分がある。
しかし，これら証拠は反対証拠（甲１，６，７，原告代表者）に照らしてたやすく
措信し難く，かえって，上記(1)の事実及び証拠（甲１，６，７，乙１，３，原告代
表者，被告Ａ本人）によれば，次の事実が認められる。
ア　原告と被告会社は，平成４年７月２９日，不動産業者である被告Ａの仲介で，
原告が被告会社（当時の代表取締役はＢ及び被告Ａであった。）に対し三重県鈴鹿
市に所在する鈴鹿国際ホテルの土地及び建物を代金１４億円で売却し，その手付金
として５億円を支払う旨の本件売買契約を締結した。
そして，本件売買契約締結の際，原告と被告Ａは，原告が，本件売買の仲介報酬と
して，同被告に対して３０００万円を支払う旨合意し，原告は，被告会社から手付
金５億円の支払のために交付を受けたＢ振出の約束手形のうち額面３０００万円の
約束手形を，上記仲介報酬支払のため，被告Ａに交付した（なお，被告会社は，下
記イのとおり，この額面３０００万円の約束手形のほか，同手付金支払のためにＢ
振出の額面１億７０００万円の約束手形を交付していたが，被告Ａが被告会社の代
表取締役であったことからすると，被告会社が原告にわざわざ額面３０００万円の
約束手形を振り出したのは，原告の被告Ａに対する仲介報酬支払の便宜を考慮して
のものと推認される。）。
イ　ところが，その後の同年１０月１６日，原告と被告会社は，本件売買につき，
その代金を１４億円から１２億円に減額し，また，手付金を５億円から４億円に減
額する旨合意した。
そして，上記手付金の減額方法として，原告は，原告が上記手付金５億円の支払の
ために交付を受けて所持していたＢ振出の額面１億７０００万円の約束手形と，原
告が被告会社から同手付金支払のために交付を受け，仲介報酬支払のために被告Ａ
に交付した額面３０００万円の約束手形（額面合計２億円）とを被告らの面前で廃
棄した上，被告会社から，新たに，手付金１億円分の支払のためとして，Ｂ振出の
額面８０００万円の本件手形と額面２０００万円の別口手形２通の交付を受けた。
ウ　ところで，原告は，本件売買の売買代金額が１４億円から１２億円に減額され
るに伴って，被告Ａに支払う仲介報酬も減額されるべきであると考え，被告ら又は
桑名信用金庫の立場から本件売買に関与していた弁護士Ｄを介して，被告Ａに対
し，同仲介報酬額を２０００万円に減額するよう申し入れていたところ，同年１０
月１６日，被告Ａに対し，本件売買の仲介手数料の支払であるとして，別口手形に
裏書をし，これを同人に交付した。
被告Ａは，原告から別口手形を受け取った上，原告に対し，単に「鈴鹿国際ホテル
手数料」とのみ記載した，金額２０００万円の「領収証」（甲７）を交付したもの
で，その際，それが仲介報酬の内金あるいは一部として受領するとの趣旨の言動は
全くなかった。
エ　被告Ａは，原告から別口手形の交付を受けた後，原告に対し，仲介手数料の未
払分があるとして，その支払を求めたことはなかった。
オ　別口手形は，支払期日である平成７年２月２８日，支払のため呈示されたが，
資金不足を理由として不渡りとなり，現在は，被告Ａがこれを所持している。
上記アないしエの事実を総合すれば，原告と被告Ａは，本件売買の売買代金が１４
億円から１２億円に減額されることに伴い，本件売買の仲介報酬額を３０００万円
から２０００万円に減額する旨合意し（被告Ａが被告会社の代表取締役であったこ
とからすると，本件売買契約の代金額が１４億円から１２億円に減額することが合
意された後において，被告会社が原告に額面２０００万円の別口手形を振り出した
のも，原告の被告Ａに対する仲介報酬支払の便宜を考慮してのものと推認され
る。），同合意に基づく仲介手数料２０００万円の支払のため，別口手形が原告か
ら被告Ａに裏書譲渡されたものであり，同仲介報酬２０００万円の弁済期は別口手
形の支払期日である平成７年２月２８日であったものと認めることができる。
(3)　そうすると，原告は，被告Ａに対し，本件売買の仲介報酬として２０００万円
の支払義務があり，その弁済期は平成７年２月２８日であったところ，別口債権は
上記(2)オのとおり決済されずに不渡りとなったのであるから，同支払義務はなお残
存しているものである（別口手形が原告の被告Ａに対する本件売買の仲介報酬２０
００万円の支払義務に代えて交付されたことを認めるに足りる証拠はない。）。
(4)　被告Ａによる相殺とその効果



ア　抗弁(3)ウの事実は記録上明らかである。
イ　ところで，原告が本件手形に基づく請求権（手形金８０００万円及びこれに対
する平成７年２月２８日から支払済みまで手形法所定の年６分の割合による法定利
息の支払請求権）を取得したのは，上記２(1)のとおり，平成１１年１２月３０日で
あるから，同日において，被告Ａの原告に対する上記(3)の仲介報酬請求権（２００
０万円及びこれに対する平成７年２月２９日から年６分の割合による遅延損害金請
求権）と相殺適状となったものであり，したがって，被告Ａによる上記相殺の意思
表示により，原告の被告Ａに対する本件手形に基づく請求権と被告Ａの原告に対す
る仲介報酬請求権とは，同日に遡って，その対当額において消滅したものである。
ウ　同日において，原告の被告Ａに対する本件手形に基づく請求権は，手形金８０
００万円とこれに対する平成７年２月２８日から平成１１年１２月３０日までの年
６分の割合による法定利息２３２２万４１０９円の合計１億０３２２万４１０９円
であり，他方，被告Ａの原告に対する仲介報酬請求権は，元金２０００万円とこれ
に対する平成７年２月２９日から平成１１年１２月３０日までの年６分の割合によ
る遅延損害金５８０万２７３９円の合計２５８０万２７３９円であるから，上記相
殺の結果，被告Ａの原告に対する仲介報酬請求権は全額消滅し，他方，原告の被告
Ａに対する本件手形に基づく請求権は，民法５１２条，４９１条１項に従って，ま
ず法定利息分２３２２万４１０９円に充当されて全額消滅し，２５８０万２７３９
円と２３２２万４１
０９円との差額２５７万８６３０円のみが手形金８０００万円に充当されるため，
手形金８０００万円のうち同額が消滅し，７７４２万１３７０円が残存し，したが
って，原告の被告Ａに対する本件手形に基づく請求権は，手形金７７４２万１３７
０円及びこれに対する平成１１年１２月３１日から支払済みまで年６分の割合によ
る法定利息の支払請求権として残存することになった。
そして，被告会社は，被告Ａの後に本件手形に裏書したものであるから（上記１ア
及びイ），被告Ａによる上記相殺の効果は，原告の被告会社に対する本件手形に基
づく請求権にも及ぶ。
(5)　したがって，再抗弁(2)は失当であり，抗弁(3)は上記(4)の限度で理由があ
る。
５　抗弁(4)について
(1)　抗弁(4)の事実は当事者間に争いがない。
なお，上記２(1)の事実並びに証拠（甲１，乙４ないし６，原告代表者）及び弁論の
全趣旨によれば，破産者Ｂに対する前記破産事件において，桑名信用金庫は，本件
手形の債権者であるとして，本件手形債権につき債権届出をし（ただし，手形金８
０００万円及びこれに対する平成７年３月１日から同年５月１６日までの利息１０
１万２６０２円の合計８１０１万２６０２円として債権届出），債権調査の結果，
破産管財人Ｃの異議なく確定したこと，ところが，同破産管財人が，平成１３年３
月２２日最後配当を実施するため（本件手形債権に対する配当金３７１万４４６７
円），同金庫に対し，本件手形の持参を求めたが，同金庫は，同日本件手形を持参
しなかったものの（同金庫は，上記２(1)のとおり，それ以前の平成１１年１２月３
０日本件手形を戻裏
書の方法で原告に譲渡していた。），配当金受領権限を有すると主張したこと，他
方，同日以前において，原告が，代理人弁護士を通じて，同破産管財人に対し，原
告が本件手形を同金庫から譲り受けて所持しているため，配当金受領権限は原告に
あり，同金庫にはないから，同金庫に配当することなく，原告に配当するべきであ
る旨通知し，配当金受領権限を主張するに至ったこと，そのため，同破産管財人
は，平成１３年９月１４日，本件手形債権につき，債権者が同金庫であるか原告で
あるかを確知することができないと判断して，被供託者を同信用金庫または原告と
して本件供託をしたことが認められるから，本件供託は，弁済者である同破産管財
人にとって本件手形の債権者を過失なくして確知し難い場合になされた適法な弁済
供託ということができ
る。
(2)　弁済者が民法４９４条に従って適法に弁済供託した場合には，被供託者に対す
る債務弁済効は供託によって直ちに発生するから，原告の振出人であるＢに対する
本件手形に基づく請求権は，本件供託により，平成１３年９月１４日，本件供託金
の範囲で消滅したものというべきである。
そして，約束手形の振出人による手形債務の弁済は，その弁済の範囲で，他の手形
債務者の手形債務を消滅させる効果を有するのである。



(3)　ところで，本件手形債権についての債権届出は，上記(1)のとおり，手形金８
０００万円及びこれに対する平成７年３月１日から同年５月１６日までの利息１０
１万２６０２円の合計８１０１万２６０２円であるが，上記４のとおり，相殺の結
果，原告の被告らに対する本件手形に基づく請求権は，手形金７７４２万１３７０
円及びこれに対する平成１１年１２月３１日から支払済みまで年６分の割合による
法定利息の支払請求権となって，他は消滅したから，被告らとの関係では，上記債
権届出にかかる本件手形債権のうち利息分は全額存在しないため，本件供託金３７
１万４４６７円は，全額，残存する手形金７７４２万１３７０円に充当されるべき
である。
したがって，原告の被告らに対する本件手形に基づく請求権は，本件供託の結果，
手形金残７３７０万６９０３円（７７４２万１３７０円－３７１万４４６７円）及
びこれに対する平成１３年９月１５日から支払済みまで年６分の割合による法定利
息と，本件供託前の手形金残７７４２万１３７０円に対する平成１１年１２月３１
日から平成１３年９月１４日までの年６分の割合による法定利息７９２万８７９５
円として残存することになる。
第４　結論
１　以上によれば，原告の請求は，被告らに対し，合同して，８１６３万５６９８
円（本件供託による手形金残７３７０万６９０３円と，本件供託前の手形金残７７
４２万１３７０円に対する平成１１年１２月３１日から平成１３年９月１４日まで
の年６分の割合による法定利息７９２万８７９５円の合計額）及び内７３７０万６
９０３円に対する平成１３年９月１５日から支払済みまで年６分の割合による法定
利息の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し，その余の部分は失当とし
て棄却すべきである。
２　よって，原告と被告らの間の主文第１項記載の手形判決を上記１の趣旨に変更
し，訴訟費用の負担について民事訴訟法６１条，６４条本文，６５条１項本文，仮
執行の宣言につき同法２５９条２項を各適用して，主文のとおり判決する。
名古屋地方裁判所民事第５部

裁判官　長　門　栄　吉

別紙
手形目録

金　　額　８０００万円
満　　期　平成７年２月２８日
支払地　愛知県豊田市
支払場所　朝銀愛知信用組合豊田支店
振出人　Ｂ
受取人　Ａ
振出日　平成４年１０月１６日
振出地　愛知県豊田市


